
ク機能、住民の意見の集約機

能、政策立案能力を強化する

こと。合わせて住民参加を議

会の機能に具体的に組み入れ

ることが大事です。

　以上を通じて、議会の機能

を充実させ、それをもって市

民の議会不信を払拭していくことが必要です。

　最後に、問題を混乱させている要因、定数問題に対する間違っ

たアプローチについても、ひと言述べさせて頂きます。

　先に述べた通り、執行部を支持する立場からの議員定数削減

論があります。首長機能の強化を容認し、議会を弱体化させ、

それを良しとする立場です

　また行革要求の一環としての定数削減論があります。しかし、

行政の無駄遣いをチェックし、排除するためにも、むしろ議会

の機能の充実・強化が必要です。

　定数削減すれば議会機能が向上するというのは根拠のない議

論です。むしろ議会機能は低下することは必然です。この意見

に対し、具体的な根拠を示して、定数を減らせば議員の質が向

上する、議員が多いから質が劣化するということを主張できる

人がいれば、ぜひ反論を聞かせて下さい。

　また、定数削減ありきの主張は、行革論の風潮に乗っかり、

選挙で有権者の歓心を買うことを目的としたポピュリズムと関

連しています。行政への民意の反映、民主主義の深化とは全く

無関係、最も幼稚な主張だということを、指摘させて頂きます。

　観客民主主義を脱し、市民が議会機能に参加することが大事

です。市民から提起されてくる案件を丁寧にきちんと議論でき

るために最低必要な議員の数、様々な階層、属性を持った市民

が自ら議員になって市政に参加していくチャレンジに障害を置

かない議員定数、これが求められている議員定数だと思います。

　定数と報酬はどのようにあるべきか、先ず結論として私の考

えを、２点、申し上げます。

　第 1 に、民主主義と住民参加の観点から、議員定数はむしろ

増やすべきだと考えます。議会には、住民の各層・様々な属性

を持つ市民の声が直接に反映されるべきです。子育て中の若い

主婦、学生、地盤も看板もないけれども優れた知見を持った若

い人々等々が、議会活動に参加できるようするためには、定数

は増やされるべきです。

　第 2 に、では、議員報酬・議会費も増やしていいのか。増額

には歯止めをかけることが必要です。そのために、現状の 28 人

の議員報酬総額を、増加した議員数で按分することが適切です。

　定数問題を考える上で重要な、幾つかの点を指摘します。

　第 1 に、議員定数問題が議論になっている背景について。

　まず、市民による議会への不信・不満があります。

　それは、行政に対するチェック機能の不足への不信。

　それとは対極の声として、行政・執行部を支持する立場に立っ

た、執行部への批判を行う議会への攻撃。

　さらに、市民による行政改革要求・経費節減要求もあります。

行政改革と同じ感覚で、議会の役割への考察を欠いたまま、と

にかく経費削減優先する主張です。

　次に、この問題を考えるに際しての、私自身の基本的な立場を

述べます。いま議会に求められているものを、ポピュリズムに流

れずに、しっかりと熟慮することが最も重要です。

　第 1 に、自治体の意思決定過程に市民の声をより深く反映さ

せること、つまり民主主義・住民参加の深化です。

　第 2 に、議会の機能を強化すること、つまり行政へのチェッ

○看護職員または介護職員を常時 1 名以上配

置。

○消防法令上で必要な設備を確実に設置。

○ 4 日以上の連続利用者及び 3 日以内の反復・

継続利用者に対して、宿泊サービス計画を作成

する、などが謳われています。

　流山市内の状況はどうでしょうか。

　市内に 8 箇所のお泊まりディを行う施設が

あり、市が調査を行った 5 箇所の内 1 箇所が

ガイドラインの定員をオーバー。利用期間は

30 日以上が 5 箇所で 6 名、1 ヶ月半以上１名、

２ヶ月以上 4 名、3 ヶ月以上 1 名。長期利用

の理由は老老介護などで家族介護が困難。夜間

職員はすべての事業所で 1 名。宿泊室は個室

無し、２人部屋と４人部屋が 2 箇所。１人あ

たり 7.43 ㎡のスペースはすべての施設が満た

していず、最も狭いところ3.3㎡。プライバシー

はパーティションで確保が１施設、利用者が多

くなると対応できないなどとして対策を講じ

ていない施設もあり。消火器はすべて備えてい

るが、火災報知器・自動火災報知器は２施設の

み、避難訓練は 1 施設で行わず、夜間想定し

た訓練を行っているところは無し。

  お泊まりディサービスの危うい状況が明らか

になっています。

　通所のディサービス施設を利用したお泊ま

りディサービスは、もともと他に方法がない中

で緊急避難として始まったもの。本来なら、特

養の拡充やショートスティサービスの充実こ

そが必要です。お泊まりディの問題の多い現状

を見ても、このままこのサービスに依存し続け

るわけには行きません。

　事故が起きる前に、特養やショートスティの

拡充などが切実に求められています。

■ 広 が る「 お 泊 ま り デ ィ
サービス」利用

　特別養護老人ホームなどの定員がいっぱいで

空きがない、家族の介護疲れを軽減するためな

どの理由で、通所介護施設＝ディサービス施設

を利用した「お泊まりディサービス」の利用が

増えています。

　それとともに、様々な問題点が指摘されるよ

うになっています。

　火災を始めとする災害や感染症への対策。宿

泊のための十分なスペースの確保とプライバ

シーの保護。食事・排泄などの介護の質の確保

や人権の尊重。そしてその現場で働く人たちの

賃金や労働条件などがきちんと確保されている

かどうかが、問われるようになってきています。

　そうした中、東京都や大阪府に続いて千葉県

でも独自のガイドラインが作成されました。千

葉県のガイドラインでは

○十分なスペース（１人あたり 7.43 ㎡）とプ

ライバシーの確保。

○緊急かつ短期の利用を原則とし、やむを得ず

連続して利用する場合は原則 30 日以内。

④ ①
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議員定数を考える上で大切なこと

■報酬減らしても定数は増やべき

「
何
が
秘
密
、
そ
れ
が
秘
密
」
法

を
廃
止
さ
せ
よ
う
！

■お任せ民主主義を脱し市民の
市政参加の道を広げよう

■削減論は住民自治の深化とは
無縁の選挙向け受け狙い
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法
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民
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か
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■入所施設、ショートステ
イサービスの拡充こそ必要

■危うい流山市の「お泊ま
りディ」の実状

■問題多く千葉県がガイド
ライン設定

　昨年 11月に議員定数等特別委員会の主催で開かれた市民との
意見交換会において、阿部が述べた意見の要旨を掲載します。



でもない施策です。

特養から排除された

高齢者のちゃんとし

た受け皿も用意され

ていません。ＮＰＯ

などによるサービス

を主体にして、あと

は外付けで医療・介

護 ･ 看取りをくっつけるという施策では不十分であ

るばかりか、責任の所在の曖昧化、介護専門職の社

会的評価の低下などを招く可能性あります。

■制度の持続性の確保というな
ら企業と国の責任こそ問うべき
　流山市の姿勢は、国の方針への全面的な追随です。

国の方針は負担増・給付抑制ですが、その下でも自

治体としてこう頑張る、国の方針がもたらす弊害の

無害化に努める、厳しいけれども施策の拡充の工夫

をするという姿勢は全く見られません。

　社会保障や介護保険制度の持続性を損なってきた

責任は、時の政府や与党にこそあります。制度の大

もとである財源問題を揺るがせた、大企業や資産家

への減税の大盤振る舞いこそ問われるべきです。む

しろ逆に、企業の社会的責任として法人税の引き上

げ、社会保険料の事業主負担の引き上げ、所得税の

■消費増税の一方で負担増と
サービス抑制

　政府 ･ 与党は、昨年 8 月に強硬成立させた消費税

の増税法に続き、社会保障や介護での負担増とサー

ビス抑制に手を付けようとしています。国が示して

いる 介護分野の将来像は、次のようなものです。

○現在 1 割となっている利用者負担を、所得が一定

額以上の者は引き上げる。

○介護保険制度での低所得の方への食費や住居費の

補足給付については、資

産を勘案する。

○介護保険の「要支援」

のサービスは、市町村の

事業に移行させる。

○特別養護老人ホーム

は、中重度者に限定する。

●負担増の二つの手法
　ひとつは一定以上の所得　（年間で 280 万円ない

し 290 万円以上）の者の利用料を 1 割から 2 割に。

　ふたつ目は、低所得者への食費や居住費の補足給

付を、預貯金が独り暮らしで 1000 万円以上、夫婦

で 2000 万円以上の者を外し、不動産資産 2000

万円以上の者も外すという方法。

●サービスの制限の二つのやり方
　ひとつは、地域支援事業において、要支援認定者

向け事業を新設し、介護予防事業をそこに移管する。

通所介護と訪問介護に当面限定するとのことですが、

要支援者の切り捨て策だとの批判が出ています。

　ふたつ目の、特養ホームの利用者を要介護度 3 以

上に限定しようとする動きは、要介護１と２の人を

ＮＰＯなどを主体にした高齢者ハウスに移し、必要

に応じて外部サービス（医療・介護 ･ 看取り）をくっ

つけるという施策です。

■このままでは介護の仕組みが
壊れてしまう

●利用料の引き上げは限界だ
　現状でも、特養の利用料は、食費や居住費と１割

③

■消費増税とともに負担増
とサービス抑制

②
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Ｏ
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介護保険制度の改悪は許されない

市は国の放射能汚染隠しに
抗議し健康調査を要求すべき

の利用料を合わせて、多床室でも月９万円以上、ユ

ニット型個室だと１５万円を超えます。年間ではそれ

ぞれ１１０万円、１８０万円。年収が２９０万円あっ

たとしても、利用料が倍に跳ね上がると、年収の半

分以上が消えてしまいます。老後に増える様々な出

費を考えれば、とても安心とは言えません。

●低所得者の食費や居住費への補
足給付打ち切りは許されない
　高齢無職世帯の 1 世帯あたりの 1 ヶ月の家計収支

は、マイナス４万８千円。年間では５７万 6 千円。

高齢夫婦無職世帯では月マイナス５万１７００円。年

間で６２万円（総務省統計局 2011 年）。これでは、

１０００万円の貯蓄、２０００万円の貯蓄や不動産

があったとしても、１０年間で半分以下、４分の３

以下に目減り。高齢期に生じやすい医療費増などを

賄うには不安がいっぱいです。

●要支援事業の市町村への移行は
サービス制限にならざるを得ない
　要支援１と２の人の中には認知症の方が多くいま

す。要支援１と２の高齢者は約１４０万人。そのう

ち８％、１１万人が認知症者。軽度の認知症を含め

ると、要支援の半数近くが認知症の症状を持ちます。

２００６年の介護保険の見直しで、要介護１と２の

高齢者が要支援に介護度を下げられ、その後も要支

援の区分に要介護度の高い人が流れ込んでいます。

　要支援者への法定サービスは、要介護に移行するの

を防止する重要な役割を担っています。病気や障害を

持つ高齢者の生活は、介護予防サービスによって辛う

じて維持されています。働く世代が介護離職すること

をなんとか免れている

のも、介護予防サービ

スがあるから。これを、

人員基準も運営基準も

なく、自治体のさじ加

減に左右されるサービ

スに移行させてること

は間違いです。

●特養入所がますます狭き門に
　要介護１と２の者を特養から排除するなどはとん

　昨年１０月１１日、政府は原発事故子ども ･ 被災者支

援法の基本方針案を閣議決定した。法律が規定している

住民の意見の反映の手続きを経ないで行われた決定だ。

　支援対象地域の指定にあたって、国は、住民の間に分

断を生まないことを重視したと言った。しかし実際には、

新たな、よりひどい分断が生み出されようとしている。

福島を地理的に東西に真っ二つに引き裂き、避難した住

民ととどまった住民の間にも新たな軋轢と対立を持ち込

んだ。宮城県、岩手県、群馬、栃木、茨城、千葉、埼玉

の年間追加被ばく線量 1 ミリシーベルト以上の地域を

切り捨てた。

　施策の中身も本当にひどい。福島の人々に対しては、

被害の実態に即

した支援策では

なく、帰還支援

偏重だ。避難者

への支援、と

りわけ住宅や就

要支援者の切り捨て・特養入所を要介護３以上に限定

労に対する支援は無きに等しく、ひたすら「福島に帰還

しろ」という内容。「帰還しない者は支援もないと思え」

という脅し。要するに、「放射能を恐れるな」「放射能と

共存すべきだ」という福島エートス運動の政策化だ。

　そして、東葛地域など福島県以外の重点調査地域から

発せられてきた要求は、一顧だにしていない。重点調査

地域からの健康診断 ･ 健康調査の要求に対しては、数値

が低く出る個人線量計の配布と有識者会議で必要無しの

答えを用意し、その後は安全論が前提のリスクコミュニ

ケーションとやらで安心を説く講座とセミナーだけ。

　関東ホットスポットの市民は、支援対象地域に指定せ

よという要求を、抽象的な法の条文だけを根拠に主張し

てきたのではない。取手市の学校検診において子どもた

ちの心電図異常が明らかになった事実。市民と生協と専

門家の協力で実施した母乳検査や尿検査や血液検査で、

通常から外れた検査結果が出ている事実などに基づいて、

国による健康調査がどうしても必要だと主張してきた。

　国の放射能汚染隠し、関東汚染地帯の切り捨てに対して、

市民の健康に責任を負う流山市として、また国に対し支援

対象地域への指定と子どもの健康調査の実施を要請してき

た流山市として、引き続き救済策を要求すべきだ。

累進制の強化などによって、社会保障と介護の財

源を守り、確保していくことが必要です。

■財界の介護制度破壊の要求
は許されない

　日本経団連は、予防給付のやり方を変え、自治

体独自の高齢者福祉事業で吸収せよと言ってきま

した。また軽度者の訪問介護給付から生活援助を

除外せよとも要求してきました。

　経済同友会は、要支援１と２と要介護１のサー

ビス利用は、保険給付対象外とせよと言い、保険

の給付対象外とする要介護１以下は地域住民など

による互助の仕組みを用いよと言ってきました。

　その一方で、社会保障の持続性の確保という美

名で、消費税増税を要求し、ごり押ししました。

こうした大企業や国の方針に追随することは、介

護の社会化の事業を台無し

にするものです。

　流山市は市民の立場に

立って、介護制度破壊に立

ち向かう必要があります。

そのためなら、市民も市議

会議員も、全面的な協力と

支援を惜しみません。

■国と市のやり方では介護
の仕組みが壊れてしまう

■制度の持続性を言うなら国
と大企業の責任を問うべき

■経済界の露骨な負担増・
サービス抑制の要求

流山の汚染は６万～１０万ベクレル／㎡

流山市


